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※

るので残り１年度に限り有効となります。）

（末日が土・日曜日の場合は直前の金曜日迄）

４．有効期限

　　　　 ・２年度

受付期間については、理事会に諮る都合上１２月１日～１月末日までとします
が、期日を過ぎた物でも２年間は随時受付をします。尚、受付開始から１年以
上過ぎてから提出された物でも有効期限は同じです。２年度区切りで行ってい

　　　　 ・１２月１日～１月末日まで

国 税 法人税・消費税及び地方消費税
都 道 府 県 法人都道府県民税・法人事業税・自動車税
市 区 町 村 法人市町村民税・固定資産税・都市計画税（本区

近隣では郡山市のみ）・軽自動車税
　　　　 ・会社の印鑑証明書の写し
　　　　 ・会社の使用印鑑届

（支店等の場合はそれらの使用印鑑届）

３．受付期間

　　　　 ・会社の納税証明書の写し

　　　　   測量等入札参加資格審査申請書
　　　　   物品購入（修繕）競争入札参加資格審査申請書
　　　　 ※上記のいずれかの書類

（福島県のホ－ムペ－ジからダウンロ－ド出来ます）
　　　　 ・財務諸表（決算報告書等）
　　　　 ・委任状（本社ではなく支店等で申請する場合）
　　　　 ・支店等の一覧表

等々
＋

安積疏水土地改良区独自の様式
　　　　 ・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）の写し

　　　　 ・建設工事入札参加資格審査申請表

入札参加資格審査申請書（指名願）に必要な物

１．基本様式

県の様式に準じＡ４ファイルに綴じた物

２．必要な物

県の様式


